
番号 質問 回答

1

　新型コロナウイルス感
染症の影響による売上減
少が申請要件になります
か。

　売上減少は申請要件ではありません。

2

　令和3年度「サービス業
販売チャネル新規開拓・
生産性向上支援事業」及
び令和4年度「サービス業
販路開拓・生産性向上支
援事業」で補助金の交付
を受けた事業者は申請で
きますか。

　令和3年度「サービス業販売チャネル新規開拓・生産
性向上支援事業」」及び令和4年度「サービス業販路開
拓・生産性向上支援事業」で補助金の交付を受けた事
業とは別の事業であれば，申請できます。

3

　卸小売業を営む企業と
は具体的にどのような企
業が当たるのでしょう
か。

　総務省が定める日本標準産業分類「大分類I卸売業,
小売業」に該当する業務を営む企業を指します。
　「大分類I卸売業,小売業」とは「原則として，有体
的商品を購入して販売する事業所」とされており，販
売業務に付随して行う軽度の加工（簡易包装，洗浄，
選別等），取付修理も本分類に含まれます。詳細は総
務省ホームページをご確認ください。
（https://www.soumu.go.jp/main_content/000290728.
pdf）
　ご自身の業種について不明な点がある場合は，本事
業の事務局（099-272-9695）までお問い合わせくださ
い。

サービス業販路開拓・生産性向上支援事業
Ｑ&Ａ

○　申請要件について

https://www.soumu.go.jp/main_content/000290728.
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サービス業販路開拓・生産性向上支援事業
Ｑ&Ａ

4
　飲食業を営む企業とは
具体的にどのような企業
が当たるのでしょうか。

　総務省が定める日本標準産業分類「大分類M宿泊業,
飲食サービス業」の「飲食サービス業」に該当する業
務を営む企業を指します。
　「飲食サービス業」とは「主として客の注文に応じ
調理した飲食料品，その他の食料品又は飲料をその場
所で飲食させる事業者並びに，客の注文に応じ調理し
た飲食料品をその場所で提供又は客の求める場所に届
ける事務所及び客の求める場所において，調理した飲
食料品を提供する事業所」とされています。ここでい
う調理とは，形状，性質を変える加熱，切断，調整
（成型，味付）をいい，単に再加熱するだけのものは
含みません。また百貨店，遊園地などの一区画を占め
て飲食サービス業が営まれている場合，それが独立の
事業所であれば本分類に含まれます。詳細は総務省
ホームページをご確認ください。
（https://www.soumu.go.jp/main_content/000290728.
pdf）
　ご自身の業種について不明な点がある場合は，本事
業の事務局（099-272-9695）までお問い合わせくださ
い。

5
　宿泊業を営む企業とは
具体的にどのような企業
が当たるのか。

　総務省が定める日本標準産業分類「大分類M宿泊業,
飲食サービス業」の「宿泊業」に該当する業務を営む
企業を指します。
　「宿泊業」とは「一般公衆，特定の会員等に対して
宿泊を提供する事業所」とされています。詳細は総務
省ホームページをご確認ください。
（https://www.soumu.go.jp/main_content/000290728.
pdf）
　ご自身の業種について不明な点がある場合は，本事
業の事務局（099-272-9695）までお問い合わせくださ
い。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000290728.
https://www.soumu.go.jp/main_content/000290728.
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サービス業販路開拓・生産性向上支援事業
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6
　上記の業種以外に本事
業の対象となる業種はあ
りますか。

　総務省の日本標準産業分類の大分類F～Rの業種が対
象となります。該当する業種については専用ホーム
ページとパンフレットの補助対象者の欄に記載してあ
ります。
　また総務省のホームページ※からも確認することが
できます。
　ご自身の業種について不明な点がある場合は，本事
業の事務局（099-272-9695）までお問い合わせくださ
い。
※　総務省　日本標準産業分類
（https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/s
eido/sangyo/index.htm）

7
　主たる業種が，サービ
ス業でない場合，本事業
の対象となりますか。

　主たる業種がサービス業でなくても，サービス業を
営み，それに対する補助対象経費があれば申し込み可
能です。

8
　個人事業主は本事業の
対象となりますか。

　対象となります。

9
　NPO法人等は補助対象に
なりますか。

　本事業は県内に本店又は本社を有する卸小売業・飲
食業・宿泊業などの業種が対象であり，当該条件を満
たせば，NPO法人や協同組合等も対象となります。

10
　創業したばかりでも本
事業の対象となります
か。

　創業して間もない場合でも，本事業の要件を満たせ
ば対象となります。

11
　県外に本社があり，事
業所は県内にあるが補助
対象になりますか。

　本事業は県内に本店又は本社のある企業等を対象と
しており，県外に本店又は本社のある企業等は対象外
です。

12
　大企業・組合でも補助
対象になりますか。

　中小企業だけでなく，大企業やＮＰＯ法人，協同組
合等も対象になります。

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/s
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サービス業販路開拓・生産性向上支援事業
Ｑ&Ａ

13
　既に発注している経費
は補助事業の対象になり
ますか。

　令和５年３月１７日（金）以降に契約（発注）を行
い，令和６年２月２９日（木）までに納品及び支払を
完了したものが補助対象経費となります。令和５年３
月１６日（木）以前に発注している経費は対象となり
ません。
　また，交付決定通知の日までに既に支払を完了して
おり，以後に販路開拓又は生産性向上の取組がなされ
ないものは，対象外となります。

14
　倉庫等の構築物は補助
対象経費になりますか。

　簡易なもの（コンテナ，屋根等）のみが対象です。
基礎工事を行い土着する建物は対象外です。

15
　工事費は補助対象経費
となりますか。

　対象外です。
　なお，本事業で新規に購入又は本事業のために使用
される機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微な
「据付」費用であれば，対象となります。

16
　タブレット等の機器は
補助対象経費となります
か。

　汎用性があり，目的外使用になり得るもの（例え
ば，事務用パソコン，プリンタ，文書作成ソフト，タ
ブレット端末，スマートフォン及びデジタル複合機，
家具什器等），原材料費や消耗品費等は補助対象外で
す（詳細は募集要項の別紙１（対象外となる経費）を
ご確認ください。）は補助対象外です。
　このような機器を補助対象経費に計上する場合は，
補助事業のみに使用するための用途，使用場所や他の
用途で使用しないための対策等について記入してくだ
さい。（事務局において他の用途に容易に使用できな
いものであるか内容を審査します。）
補助対象に認められた例）　ＰＯＳレジシステム導入
によりレジ機器の一部としてレジカウンター内で専用
に使用するタブレット端末　等
※　テレワーク用のＰＣ，営業用のタブレット端末等
は対象外。

○　補助対象経費等について



番号 質問 回答

サービス業販路開拓・生産性向上支援事業
Ｑ&Ａ

17

　コンサルタント料は補
助対象経費となります
か。なる場合はどのよう
に金額を経費として計上
すれば良いでしょうか。

　補助対象経費となりますが，コンサルタント料は，
依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積
もり書を取得することが必要です。
※単価の根拠が明確であり，その金額が社会通念上妥
当なものである必要があります。
　また，補助事業実施期間に係るものであって，同期
間内に支払われたものが対象です。
※　事業実施期間に実施されたものでも，事業実施
　期間内に支払いがされていない場合は，対象外。

18
　研修費は補助対象経費
となりますか。

　補助対象経費となりますが，実績報告の際，業務報
告書（指導や研修の内容が分かる記録，写真などを含
む）の提出が必要です。
※　接遇やマナー研修等は対象外です。

19

　機械装置等のリースは
補助対象経費となります
か。なる場合はどのよう
に金額を経費として計上
すれば良いでしょうか。

　補助対象経費となりますが，リースの場合は補助事
業実施期間に契約されたものであって，同期間内に支
払われたものが対象です。（按分計算が必要になりま
す。）
※　事業実施期間に実施されたものでも，事業実施
　期間内に支払いのない場合は，対象外。

20
　振込手数料等の手数料
は補助対象経費となりま
すか。

　振込手数料，代引手数料は補助対象となりません。

21
　商品券やプリペイド
カードで購入した物品も
対象となりますか。

　対象となりません。口座振込，申請者のクレジット
カード又は現金で購入したものが対象となります。



番号 質問 回答

サービス業販路開拓・生産性向上支援事業
Ｑ&Ａ

22

　従業員が立て替えた取
引については、どのよう
な証拠書類が必要です
か。

　やむを得ず申請者以外の口座から支出（立て替え）
を行った場合は，従業員に会社が立替金分を精算した
ことがわかる以下の例のような書類を併せて提出して
ください。
なお、会社が従業員に精算をした日が、取引における
経費を支払った日となります。

（例）
・会社宛に従業員が発行した「物品購入立替え分の精
算として」等と記載された領収書（現金で支払う場
合）
・立替え分の記載のある従業員の給与明細書のコピー
（給与とあわせて振り込む場合）

＜注＞従業員が個人のクレジットカードで支払いを
行った場合は、補助対象期間中に、当該クレジット
カード払いにかかる引き落としがあり、かつ、補助対
象期間中に、補助事業者との間で立替払いの精算が行
われることの両方が必要です。

23
　設備の更新は補助対象
経費となりますか。

　単なる設備更新は，対象となりません。
　更なる高性能の設備に更新する場合等で，生産性の
向上等が図られることが認められる場合は，対象とな
ります。

24
　パンフレットを作成し
た場合，全額補助対象経
費となりますか。

　受払簿等を作成・提出いただくことにより，令和6年
2月29日までに使用したものが補助対象となり，社内に
おける備蓄分等の未使用分の経費については，補助対
象外になります。

25
　混合型の補助上限は倍
の300万円となりますか。

　混合型は販路開拓型と生産性向上型の取組と同様に
補助上限は150万円です。

26
　中古品は，補助対象経
費に該当しますか。

　中古品の購入にあたっては，購入金額に関わらず３
者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者か
ら、型式や年式が記載された相見積もりを取得する必
要があります。
　なお，個人からの購入や，オークション（インター
ネットオークションを含みます）による購入は認めら
れません。



番号 質問 回答

サービス業販路開拓・生産性向上支援事業
Ｑ&Ａ

27
　応募申請書はどこで手
に入るのでしょうか。

　専用ホームページからダウンロードしてください。
ダウンロードできない場合は事務局までお問い合わせ
ください。（事務局電話：099-272-9695）

28
　応募申請方法を教えて
ください。

　専用ホームページ上での申請または事務局への郵送
にて申請してください。
　ホームページ上で申請する場合は，申請フォームに
提出書類を添付してください（別途，郵送する必要は
ありません）。
　事務局に郵送する場合は，下記の宛先に追跡可能な
方法（簡易書留やレターパック等）で郵送ください。
　＜宛先＞
　〒892-8799　鹿児島東郵便局留
　サービス業販路開拓・生産性向上支援事業事務局行

29

　提出書類に確定申告書
第一表，貸借対照表，損
益計算書とありますが，
直近の決算書の写しで良
いでしょうか。

　直近の決算書の写しに加えて，確定申告書第一表の
写しを添えて提出して下さい。
　また，確定申告が白色申告の場合は，貸借対照表と
損益計算書のかわりに，収支内訳書の写しを提出して
ください。

31

　応募申請書に応募申請
金額の妥当性が分かる書
類とありますが，押印さ
れたものが必要でしょう
か。また，原本を提出し
なければならないので
しょうか。

　見積書等の押印は省略されていても問題ございませ
ん。また，見積書等は原本でなく，写しをご提出くだ
さい。

32
　「県税の未納がないこ
との証明書」はどこで発
行できますか。

　発行窓口については鹿児島県の公式ホームページか
らご確認ください。
【県ホームページ】
（https://www.pref.kagoshima.jp/ab07/kurashi-
kankyo/zei/info/nouzeisyoumei.html)
〈ホーム＞分類から探す＞くらし・環境＞税金＞申請
の手続き案内＞県税の納税証明書〉

○　応募申請手続等について

https://www.pref.kagoshima.jp/ab07/kurashi-
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33
　産業分類の中分類の
コードは何を入力すれば
よいですか。

　総務省の日本標準産業分類を参考にしてください。
【総務省ホームページ】
（https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/s
eido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html）

34
　他の補助金との併用は
できますか。

　今回の補助事業での併用はできません。

35
　交付決定を受けた事業
を中止した場合はどうす
ればいいでしょうか。

　中止（廃止）承認申請書を提出する必要がありま
す。

36

　応募申請の結果はいつ
頃分かりますか。また，
どのような手段で通知さ
れるのでしょうか。

　応募申請内容は事務局で審査し，補助金交付候補者
を選定します。審査結果は，1次募集に申請いただいた
場合は7月下旬頃，2次募集に申請いただいた場合は9月
下旬頃に結果を郵送により通知します。
　補助金交付候補者となった事業者の方は，別途「補
助金交付申請」をしていただく必要があります。

37

　応募申請の結果，補助
金交付候補者に決定した
旨，通知がありました。
今後どのような手続きが
必要ですか。

　
　補助金交付候補者となった事業者の方は，別途「補
助金交付申請」をしていただく必要があります。
〈補助金交付申請時に必要な書類〉
・交付申請書
・履歴事項全部証明書（個人事業主の場合，身分証明
書）
・「県税に未納がない」ことを証明する納税証明書

　上記の書類の審査を行い，補助金交付要綱に定める
補助事業者の要件を満たしていると認められた場合，
補助金交付額を決定します。補助金交付候補者となっ
ても交付申請書類の審査結果により，補助事業者の要
件を満たさない場合（県税に未納があることが確認さ
れた場合等）は，交付決定を行いませんので，御注意
ください。

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/s
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38

　補助金交付決定後に事
業に着手予定ですが，1次
募集でなく，2次募集で応
募予定です。特に注意を
要する点などあります
か。

　2次募集の場合，事業実施期間が短くなりますので，
その点を踏まえた上で，事業計画等を作成，ご提出く
ださい。

39
　申請から事業完了まで
の流れを教えてくださ
い。

　申請から事業完了まで流れについては，募集要項の
別紙３をご参照ください。
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40

　事業をどのように進め
れば良いか，アドバイス
を受けることはできます
か。

　補助事業の円滑な執行や更なる経営の向上を図るこ
とができるよう，アドバイザーが相談に応じます。ア
ドバイザーによる相談対応を御希望される場合は，事
務局まで御相談ください。

41

　「パートナーシップ構
築宣言」の登録企業は加
点措置があるようです
が，どのような制度です
か。

　「パートナーシップ構築宣言」は、サプライチェー
ンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・
共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを
構築することを、「発注者」側の立場から企業の代表
者の名前で宣言するものです。
登録方法等については，「パートナーシップ構築宣
言」ポータルサイト（https://www.biz-
partnership.jp/）をご確認ください。

○　その他

https://www.biz-

